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平 成 １ ５ 年 ７ 月 

鹿児島地区合併協議会 



　　（様式１） 　　　事　務　事　業　現　況　調　書　　総　括　表

(28)　障害者福祉事業 健康福祉専門部会

番号 事　　務　　事　　業　　名 鹿児吉田桜島喜入松元郡山区分経過 番号 事　　務　　事　　業　　名 鹿児吉田桜島喜入松元郡山区分経過

1 自動車改造費助成事業 ○ × × ○ ○ ○ Ｂ 21 知的障害者ボランティア活動参加促進事業 ○ × × ○ ○ ○ Ｂ

2 自動車運転免許取得費助成事業 ○ × × ○ ○ ○ Ｂ 22 重度身体障害者住宅改造費助成事業 ○ × ○ × ○ ○ Ｂ

3 福祉機器リサイクル事業 ○ × × ○ × × Ｂ 23 ゆうあい訪問給食事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ

4 手話通訳者等派遣事業 ○ × × ○ ○ ○ Ｂ 24 身体障害者介護手当支給事業 × ○ × × × × Ｃ

5 身体障害者在宅介護支援システム設置事業 ○ × × × × × Ｂ 25 心身障害児小規模通園事業負担金 × × × ○ × × Ｃ

6 車いすの貸与 ○ × × ○ × × Ｂ 26 「子どもの家療育クラブ」運営補助金 × × × × ○ ○ Ｃ

7 障害者通所援護事業補助金 ○ ○ × × × × Ｂ 27 町内巡回バス特別乗車割引券交付事業 × ○ × × × × Ｃ

8 重度身体障害者日常生活用具給付等事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ

9 重度障害児（者）日常生活用具給付事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ

10 手話通訳者設置事業 ○ × × ○ ○ ○ Ｂ

11 重度心身障害者（児）紙おむつ等助成事業 ○ ○ × ○ × × Ｂ

12 友愛タクシー券交付事業（精神障害者） ○ × × × × × Ｂ

13 友愛タクシー券交付事業（身体障害者） ○ × × × × × Ｂ

14 友愛タクシー券交付事業（知的障害者） ○ × × × × × Ｂ

15 寝具乾燥事業 ○ × ○ ○ ○ ○ Ｂ

16 身体障害者理髪・美容サービス事業 ○ ○ × ○ × × Ｂ

17 手話奉仕員養成事業 ○ ○ × ○ ○ ○ Ｂ

18 身体障害者スポーツ大会開催事業 ○ × × ○ ○ ○ Ｂ

19 手話通訳者養成事業 ○ × × ○ × × Ｂ

20 知的障害者スポーツ大会開催事業 ○ × × ○ × × Ｂ

（注１）該当する事務事業を実施している市町には○印、実施していない場合は×印を表示。

（注２）区分欄には調整方針（案）の区分を表示。（Ａ：現行どおり、Ｂ：一元化、Ｃ：廃止）

（注３）経過欄には調整方針（案）で経過措置を講じることとした場合に△印を表示。
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（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(28)　障害者福祉事業 健康福祉専門部会

                 現          況

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町 喜　入　町
1 自動車改造費助成事業 ①対象　本市に居住し身体障害者手帳

の交付を受けている者が所有し、運転
する自動車
②補助金額　改造に要した経費
（限度額１０万円）
③１４年度実績
26件、2,174,985円

該当なし。 該当なし。 広域で実施
指宿市、喜入町、山川町、開聞町、頴
娃町の１市４町
制度は鹿児島市に同じ

2 自動車運転免許取得費助
成事業

①対象　本市に居住し身体障害者手帳
の交付を受けている者
②補助金額　費用の２／３
（限度額１０万円）
③１４年度実績
11件、1,100,000円

該当なし。 該当なし。 広域で実施
指宿市、喜入町、山川町、開聞町、頴
娃町の１市４町
制度は鹿児島市に同じ

3 福祉機器リサイクル事業 ①不要になった福祉機器を登録し、必
要とする者にあっ旋する。
②鹿児島市社会福祉協議会に委託
③対象品目　車いす、電動車いす、歩
行補助用具、特殊寝台、エアーパッド
③１４年度あっ旋成立件数　５４件

該当なし。 該当なし。 広域で実施
指宿市、喜入町、山川町、開聞町、頴
娃町の１市４町

4 手話通訳者等派遣事業 ①コーディネーターが、聴覚障害者・
中途失聴者・難聴者からの要請に応
じ、手話通訳者・手話奉仕員・要約筆
記奉仕員を派遣する。
②派遣可能登録者数　５８人
③１４年度派遣件数
市委託料支払分（個人依頼）1,000件
団体等依頼者支払分　852件

該当なし。 該当なし。 広域で実施
指宿市、喜入町、山川町、開聞町、頴
娃町の１市４町

項　　　　　目
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（様式２）その２

(28)　障害者福祉事業 健康福祉専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町
広域で実施
伊集院町、郡山町、松元町、市来町、
東市来町、吹上町、金峰町、日吉町の
８町
制度は鹿児島市に同じ

広域で実施
伊集院町、郡山町、松元町、市来町、
東市来町、吹上町、金峰町、日吉町の
８町
制度は鹿児島市に同じ

鹿児島市、喜入町、松元町及び郡山町のみ。 合併時に鹿児島市の制度を適用し、統合する。

広域で実施
伊集院町、郡山町、松元町、市来町、
東市来町、吹上町、金峰町、日吉町の
８町
制度は鹿児島市に同じ

広域で実施
伊集院町、郡山町、松元町、市来町、
東市来町、吹上町、金峰町、日吉町の
８町
制度は鹿児島市に同じ

鹿児島市、喜入町、松元町及び郡山町のみ。 合併時に鹿児島市の制度を適用し、統合する。

該当なし。 該当なし。 鹿児島市及び喜入町のみ。 合併時に鹿児島市の制度を適用し、統合する。

広域で実施
伊集院町、郡山町、松元町、市来町、
東市来町、吹上町、金峰町、日吉町の
８町

広域で実施
伊集院町、郡山町、松元町、市来町、
東市来町、吹上町、金峰町、日吉町の
８町

鹿児島市、喜入町、松元町及び郡山町のみ。
（吉田町及び桜島町は県で実施。）

合併時に鹿児島市の制度を適用し、統合する。

課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）
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（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(28)　障害者福祉事業 健康福祉専門部会

                 現          況

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町 喜　入　町
項　　　　　目

5 身体障害者在宅介護支援
システム設置事業

①対象　ひとり暮らしの重度身体障害
者（１，２級）及びこれに準ずる世帯
②内容　在宅介護支援システム（緊急
通報システム）を設置する。
③１４年度設置台数　４台
稼働台数　５８台

該当なし。 該当なし。 該当なし。

6 車いすの貸与 　本市に居住するの者で、医療機関へ
の通院、旅行等社会生活上車いすを必
要とするものに、申請に基づき車いす
を貸与する。

該当なし。 該当なし。 鹿児島市に同じ

7 障害者通所援護事業補助
金

①社会福祉法人等が実施している通所
援護事業（小規模作業所：１日当たり
の利用者が５人以上であり、かつおお
むね週５日以上実施するもの）に対し
運営費の一部を補助する。
②補助金額
５人以上９人以下　4,186千円
１０人以上　5,194千円
介護加算　療育手帳所持者×143千円
家賃加算　家賃（年額）の２分の１
（上限 600千円）
③１４年度実績　１９ヶ所

①通所による授産施設で、常時利用す
るものがおおむね５人以上であり，原
則として週４日以上利用できる施設の
運営に対し運営費の一部を補助する。
②１箇所２２０万円（県補助１１０万
円）
③１４年度実績　１ヶ所

該当なし。 該当なし。

8 重度身体障害者日常生活
用具給付等事業

①対象　在宅の重度身体障害者
②品目　浴槽、湯沸器、特殊寝台、入
浴補助具など３９品目（うち市単独：
エアーパット、発電機）
③１４年度給付件数　４７９件

①対象　鹿児島市に同じ
②品目　浴槽、湯沸器、特殊寝台、入
浴補助具など３７品目

①対象　鹿児島市に同じ
②品目　浴槽、湯沸器、特殊寝台、入
浴補助具など３７品目

①対象　鹿児島市に同じ
②品目　浴槽、湯沸器、特殊寝台、入
浴補助具など３７品目
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（様式２）その２

(28)　障害者福祉事業 健康福祉専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町
課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

該当なし。 該当なし。 鹿児島市のみ。 合併する年度の翌年度に鹿児島市の制度を適用し、統
合する。
合併する年度は現行どおりとする。

該当なし。 該当なし。 鹿児島市及び喜入町のみ。 合併する年度の翌年度に鹿児島市の制度を適用し、統
合する。
合併する年度は現行どおりとする。

該当なし。 該当なし。 鹿児島市及び吉田町のみ。
（補助要件・補助金額が異なる。）

合併する年度の翌年度に鹿児島市の制度を適用し、統
合する。
合併する年度は現行どおりとする。

①対象　鹿児島市に同じ
②品目　浴槽、湯沸器、特殊寝台、入
浴補助具など３７品目

①対象　鹿児島市に同じ
②品目　浴槽、湯沸器、特殊寝台、入
浴補助具など３７品目

給付品目が異なる。
（鹿児島市のみ市単独が２品目ある。）

合併する年度の翌年度に鹿児島市の制度に統合する。
合併する年度は現行どおりとする。
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（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(28)　障害者福祉事業 健康福祉専門部会

                 現          況

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町 喜　入　町
項　　　　　目

9 重度障害児（者）日常生
活用具給付事業

①対象　在宅の重度障害児及び重度知
的障害者
②品目　浴槽、湯沸器、便器、拡大読
書器、入浴補助用具、ネブライザーな
ど３４品目（うち市単独：盲人用時
計）
③１４年度給付件数　５６件

①対象　鹿児島市に同じ。
②品目　浴槽、湯沸器、便器、拡大読
書器、入浴補助用具、ネブライザーな
ど３３品目

①対象　鹿児島市に同じ。
②品目　浴槽、湯沸器、便器、拡大読
書器、入浴補助用具、ネブライザーな
ど３３品目

①対象　鹿児島市に同じ。
②品目　浴槽、湯沸器、便器、拡大読
書器、入浴補助用具、ネブライザーな
ど３３品目

10 手話通訳者設置事業 　聴覚障害者等のコミュニケーション
の円滑化を推進するため、手話通訳者
を市庁舎内に配置する。
本庁、谷山・伊敷・吉野支所の４人

該当なし。 該当なし。 広域で実施　１人
指宿市、喜入町、山川町、開聞町、頴
娃町の１市４町

11 重度心身障害者（児）紙
おむつ等助成事業

①対象　身体障害者手帳１級、２級の
肢体不自由者または、療育手帳Ａ１，
Ａ２，Ａに該当するもので、生計中心
者の前年の所得税が非課税である世帯
に属する者。
②月額 4,000円以内
③１４年度　２０２人

①対象　身体障害者手帳１級、２級の
肢体不自由者または、療育手帳Ａ１，
Ａ２，Ａに該当するもので、生計中心
者の前年の所得税が非課税である世帯
に属する者。
②月６０枚以内
③１４年度　３人

該当なし。 ①対象　在宅寝たきり高齢者及びこれ
に準ずる重度身体障害（児）者
②年３６０枚

12 友愛タクシー券交付事業
（精神障害者）

①重度の精神障害者の生活の利便及び
社会参加の促進を図るため、タクシー
を利用する場合の運賃の一部を補助す
る。
②年間　14,000円（200円券70枚）を
限度とする（年度途中で交付する場合
は申請月に応じた枚数）。
③１４年度交付者数　２０人

該当なし。 該当なし。 該当なし。
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（様式２）その２

(28)　障害者福祉事業 健康福祉専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町
課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

①対象　鹿児島市に同じ。
②品目　浴槽、湯沸器、便器、拡大読
書器、入浴補助用具、ネブライザーな
ど３３品目

①対象　鹿児島市に同じ。
②品目　浴槽、湯沸器、便器、拡大読
書器、入浴補助用具、ネブライザーな
ど３３品目

給付品目が異なる。
（鹿児島市のみ市単独が１品目ある。）

合併する年度の翌年度に鹿児島市の制度に統合する。
合併する年度は現行どおりとする。

広域で実施
伊集院町、郡山町、松元町、市来町、
東市来町、吹上町、金峰町、日吉町の
８町
各町１人の月１５日以内

広域で実施
伊集院町、郡山町、松元町、市来町、
東市来町、吹上町、金峰町、日吉町の
８町
各町１人の月１５日以内

鹿児島市、喜入町、松元町及び郡山町のみ。 合併する年度の翌年度に鹿児島市の制度を適用し、統
合する。
合併する年度は現行どおりとする。

該当なし。 該当なし。 鹿児島市、吉田町及び喜入町のみ。
（補助対象、補助金額又は補助枚数が異なる。）

合併する年度の翌年度に鹿児島市の制度を適用し、統
合する。
合併する年度は現行どおりとする。

該当なし。 該当なし。 鹿児島市のみ。 合併する年度の翌年度に鹿児島市の制度を適用し、統
合する。
合併する年度は現行どおりとする。
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（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(28)　障害者福祉事業 健康福祉専門部会

                 現          況

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町 喜　入　町
項　　　　　目

13 友愛タクシー券交付事業
（身体障害者）

①重度の身体障害者の生活の利便及び
社会参加の促進を図るため、タクシー
を利用する場合の運賃の一部を補助す
る。
②年間　14,000円（200円券70枚）を
限度とする（年度途中で交付する場合
は申請月に応じた枚数）。
③１４年度交付者数　4,844人

該当なし。 該当なし。 該当なし。

14 友愛タクシー券交付事業
（知的障害者）

①重度の知的障害者（児）の生活の利
便及び社会参加の促進を図るため、タ
クシーを利用する場合の運賃の一部を
補助する。
②年間　14,000円（200円券70枚）を
限度とする（年度途中で交付する場合
は申請月に応じた枚数）。
③１４年度交付者数　458人

該当なし。 該当なし。 該当なし。

15 寝具乾燥事業 ①対象　介護を必要とする状態が６ヶ
月以上継続しているねたきりの身体障
害者で、世帯の生計中心者の前年の所
得税が非課税の人
②内容　寝具の洗濯・消毒・乾燥（年
３回）
③利用料　無料（市が定額で委託する
（⑮2,887円）。）
④１４年度利用者数　１３人

該当なし。 ①対象　心身の障害及び疾病等の理由
により寝具類の衛生管理が困難な身体
障害者（所得制限なし）
②内容　寝具の洗濯・消毒・乾燥（年
２回）
③利用料　無料
※６５歳未満の利用なし

①対象　心身の障害及び疾病等の理由
により寝具類の衛生管理が困難な身体
障害者（所得制限なし）
②内容　寝具の洗濯・消毒・乾燥（年
２回）
③利用料　無料
※６５歳未満の利用あり

16 身体障害者理髪・美容
サービス事業

①対象　外出困難な重度身体障害者
（肢体１級、視覚１級）
②内容　理容業者又は美容業者を派遣
する（１人年３回まで）
③利用料　無料（市が定額で委託する
（⑮3,801円）。）
④１４年度利用者数　４２人

①対象　寝たきり老人等理髪サービス
事業として実施（歩行が困難な寝たき
り）
②内容　理容業者又は美容業者を派遣
する（１人年４回まで）
③利用料　4,000円を超える場合は、
超えた額は利用者負担

該当なし。 高齢者対策係で実施
出張経費 1,000円を補助
※６５歳未満の身体障害者の利用なし
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（様式２）その２

(28)　障害者福祉事業 健康福祉専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町
課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

該当なし。 該当なし。 鹿児島市のみ。 合併する年度の翌年度に鹿児島市の制度を適用し、統
合する。
合併する年度は現行どおりとする。

該当なし。 該当なし。 鹿児島市のみ。 合併する年度の翌年度に鹿児島市の制度を適用し、統
合する。
合併する年度は現行どおりとする。

①対象　心身の障害及び疾病等のため
介護を要するおおむね６５歳以上の高
齢者・重度の身体障害者で寝たきりの
者（所得制限なし）
②内容　寝具の洗濯・消毒・乾燥（年
２回）
③利用料　無料

①対象　心身の障害及び疾病等の理由
により寝具類の衛生管理が困難な身体
障害者（所得制限なし）
②内容　寝具の洗濯・消毒・乾燥（年
２回）
③利用料　無料
※６５歳未満の利用なし

鹿児島市、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町のみ。
（利用回数が異なる。）

合併する年度の翌年度に鹿児島市の制度を適用し、統
合する。
合併する年度は現行どおりとする。

該当なし。 該当なし。 鹿児島市、吉田町及び喜入町のみ。
（利用回数、金額額が異なる。）

合併する年度の翌年度に鹿児島市の制度を適用し、統
合する。
合併する年度は現行どおりとする。
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（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(28)　障害者福祉事業 健康福祉専門部会

                 現          況

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町 喜　入　町
項　　　　　目

17 手話奉仕員養成事業 　聴覚障害者、聴覚障害者の生活及び
関連する福祉制度についての理解がで
き、手話で日常生活に必要な手話語彙
及び手話表現技術を習得した手話奉仕
員を養成する。
①入門　２時間×３０日×２会場
（定員各　５０人)
②基礎　２時間×３０日×２会場
（定員各　４０人)

町福祉協議会で実施 該当なし。 広域で実施
指宿市、喜入町、山川町、開聞町、頴
娃町の１市４町

18 身体障害者スポーツ大会
開催事業

①障害者スポーツの普及とスポーツを
通じた交流を深めるため、身体障害者
体育大会を開催する。
②平成１４年９月２９日開催
③参加者数　３１０人
④ハートピアかごしま

該当なし。 該当なし。 広域で実施
指宿市、喜入町、山川町、開聞町、頴
娃町の１市４町

19 手話通訳者養成事業 　手話奉仕員養成講座終了者を対象
に、身体障害者福祉の概要や、手話通
訳の役割・責務について理解を深め、
手話通訳に必要な手話語彙及び手話表
現技術を習得した手話通訳者を養成す
る。
①基本　４時間×１０日×１会場
（定員　５０人)
②応用　２時間×２０日×１会場
（定員　３０人)
③実践　２時間×１０日×１会場
（定員　３０人)

該当なし。 該当なし。 広域で実施
指宿市、喜入町、山川町、開聞町、頴
娃町の１市４町

20 知的障害者スポーツ大会
開催事業

①知的障害者スポーツの振興とスポー
ツへの積極的な参加を図るため、ス
ポーツ大会を開催する。
②平成１４年１０月２７日開催
③参加者数　１，０５０人
④国際大学フィールドハウス

該当なし。 該当なし。 広域で実施
指宿市、喜入町、山川町、開聞町、頴
娃町の１市４町

(28) － 10



（様式２）その２

(28)　障害者福祉事業 健康福祉専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町
課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

広域で実施
伊集院町、郡山町、松元町、市来町、
東市来町、吹上町、金峰町、日吉町の
８町

広域で実施
伊集院町、郡山町、松元町、市来町、
東市来町、吹上町、金峰町、日吉町の
８町

鹿児島市、吉田町、喜入町、松元町及び郡山町のみ。 合併する年度の翌年度に鹿児島市の制度を適用し、統
合する。
合併する年度は現行どおりとする。

広域で実施
伊集院町、郡山町、松元町、市来町、
東市来町、吹上町、金峰町、日吉町の
８町

広域で実施
伊集院町、郡山町、松元町、市来町、
東市来町、吹上町、金峰町、日吉町の
８町

鹿児島市、喜入町、松元町及び郡山町のみ。 合併する年度の翌年度に鹿児島市の制度を適用し、統
合する。
合併する年度は現行どおりとする。

該当なし。 該当なし。 鹿児島市及び喜入町のみ。 合併する年度の翌年度に鹿児島市の制度を適用し、統
合する。
合併する年度は現行どおりとする。

該当なし。 該当なし。 鹿児島市及び喜入町のみ。 合併する年度の翌年度に鹿児島市の制度を適用し、統
合する。
合併する年度は現行どおりとする。
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（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(28)　障害者福祉事業 健康福祉専門部会

                 現          況

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町 喜　入　町
項　　　　　目

21 知的障害者ボランティア
活動参加促進事業

①知的障害者本人によるボランティア
活動を支援するため、実習及び現場で
の実技（空き缶集め、チリ拾い、公園
等の草取り、清掃など）を行うボラン
ティア教室を開催する。
②３グループ、各年１０回
③１４年度延参加者数　371人

該当なし。 該当なし。 広域で実施
指宿市、喜入町、山川町、開聞町、頴
娃町の１市４町

22 重度身体障害者住宅改造
費助成事業

①重度身体障害者の住宅の浴室・トイ
レ・廊下の段差解消、手すりの設置や
居室の改造等に要する経費を助成す
る。
１００万円と対象経費のいずれか低い
ほうの額に、３分の２を乗じた額
②１４年度助成件数　　７９件

該当なし。 　重度身体障害者の住宅の浴室・トイ
レ・廊下の段差解消、手すりの設置や
居室の改造等に要する経費を助成す
る。
８０万円と対象経費のいずれか低いほ
うの額に、３分の２を乗じた額
※高齢者等住宅改造費助成事業の中で
実施

該当なし。

23 ゆうあい訪問給食事業 ①対象　独居重度身体障害者（１級、
２級）及び重度身体障害者だけの世帯
の者で調理が困難なもの。
②利用料　一食 200円
③配食日　日曜、祝日を除く
④利用回数　１週あたり６回以内、昼
食のみ
委託料　一食 600円
⑤委託先　２５施設

①対象　概ね６５歳以上の単身者及び
高齢者のみの世帯、またはこれに準ず
る世帯並びに身体障害者であって、老
衰、心身の障害及び疾病等の理由によ
り、食事の調整が困難で日常生活を営
むのに支障があるもの。
②利用料　一食 400円
③配食日　日曜、祝日を除く
④利用回数　昼・夜
※６５歳未満の利用者なし

①対象　概ね６５歳以上の単身者、高
齢者世帯及びこれに準ずる身体障害者
世帯であって、総合的な理由により、
食事の調理が困難な者。
②利用料　一食 350円
③配食日　毎日
④利用回数　１週あたり１４回以内、
昼・夜
⑤委託先　社会福祉法人桜岳会
※６５歳未満の利用者なし

①対象　概ね６５歳以上のひとり暮ら
しの高齢者等のもの及び障害者等で日
常生活に支障のある者。
②利用料　一食 300円
③配食日　月～土曜日
④利用回数　昼・夜
※６５歳未満の利用者なし

24 身体障害者介護手当支給
事業

該当なし。 ①対象　在宅で歩行が困難な寝たきり
の状態が90日以上続いている６歳以上
65歳未満の身体障害者手帳保持者を同
居して介護している者
②月額　7,000円（２人目以降は１人
4,000円）、特別障害者手当等を受給
しているときは、１月 3,000円
③１５年５月現在
3,000円×６人/月

該当なし。 該当なし。
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（様式２）その２

(28)　障害者福祉事業 健康福祉専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町
課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

広域で実施
伊集院町、郡山町、松元町、市来町、
東市来町、吹上町、金峰町、日吉町の
８町

広域で実施
伊集院町、郡山町、松元町、市来町、
東市来町、吹上町、金峰町、日吉町の
８町

鹿児島市、喜入町、松元町及び郡山町のみ。 合併する年度の翌年度に鹿児島市の制度を適用し、統
合する。
合併する年度は現行どおりとする。

　重度身体障害者（１，２級）の住宅
の浴室・トイレ・廊下の段差解消、手
すりの設置や居室の改造等に要する経
費を助成する。
３０万円と対象経費のいずれか低いほ
うの額に、３分の２を乗じた額
※高齢者等住宅改造費助成事業の中で
実施

　重度身体障害者の住宅の浴室・トイ
レ・廊下の段差解消、手すりの設置や
居室の改造等に要する経費を助成す
る。
８０万円と対象経費のいずれか低いほ
うの額に、３分の２を乗じた額
※高齢者等住宅改造費助成事業の中で
実施

補助金額が異なる 合併する年度の翌年度に鹿児島市の制度を適用し、統
合する。
合併する年度は現行どおりとする。

①対象　概ね６５歳以上のひとり暮ら
しの高齢者や虚弱又は寝たきり等の高
齢者及び重度身体障害者等であって、
食事の調理が困難な者。
②利用料　一食 200円
③配食日　月～土曜日
④利用回数　昼・夜
⑤委託先　松元町社会福祉協議会
※６５歳未満の利用者なし

①対象　独居重度身体障害者（１級、
２級）、食事の調理が困難な者（概ね
６５才以上とするが、特に町長が認め
る場合はこの限りではない）
②利用料　１食 350円
③配食日　日曜、祝日、8/13～15、年
末年始を除く
④利用回数　昼・夜
※６５歳未満の利用者　１人

それぞれ配食数、利用料が異なる。 障害者に対する配食サービス事業については、合併す
る年度の翌年度に鹿児島市の制度に統合するものとす
る。
鹿児島市のゆうあい訪問給食事業については、合併時
までに配食回数を１日２食までとすることなど実施方
法について、所要の見直しを行うものとする。
合併する年度は現行どおりとする。

該当なし。 該当なし。 吉田町のみ。 合併する年度の翌年度に廃止する。
合併する年度は現行どおりとする。
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（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(28)　障害者福祉事業 健康福祉専門部会

                 現          況

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町 喜　入　町
項　　　　　目

25 心身障害児小規模通園事
業負担金

該当なし。 該当なし。 該当なし。 ①揖宿地区１市４町で、早期障害児療
育を実現するため、開聞町に施設（さ
つき園）を建設し、事業を推進するた
め、建設費及び運営費の不足分を各市
町で負担している。
②建設時負担金（県振興資金償還）
平成12～23年度、毎年度 306千円
③運営費負担金：平等割・人数割
１５年度予算　674千円（４人分）

26 「子どもの家療育クラ
ブ」運営補助金

該当なし。 該当なし。 該当なし。 該当なし。

27 町内巡回バス特別乗車割
引券交付事業

該当なし。 ①身体障害者手帳・療育手帳所持者
（約６１０人）に「町内巡回バス
（100円均一料金）」の半額の乗車割
引券を交付する。（１５年度からの新
規事業）
②町内巡回バス
・３路線、定時運行（月～土、日休み）
・大人１００円均一（高齢者・障害者同
じ）、子ども５０円
③バス事業者へ５０円分の補助を行な
う。

該当なし。 該当なし。
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（様式２）その２

(28)　障害者福祉事業 健康福祉専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町
課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

該当なし。 該当なし。 喜入町のみ。
（揖宿地区の広域で実施している。）

合併する年度の翌年度に廃止する。
合併する年度は現行どおりとする。

①日置地区８町で障害児通園事業施設
「子どもの家療育クラブ」の運営費に
おいて支援費だけでは不足する分を補
助する。
②１５年度予算　1,110千円（５人
分）

①日置地区８町で障害児通園事業施設
「子どもの家療育クラブ」の運営費に
おいて支援費だけでは不足する分を補
助する。
②１５年度予算　222千円（１人分）

松元町、郡山町のみ。
（日置地区の広域で実施している。）

合併する年度の翌年度に廃止する。
合併する年度は現行どおりとする。

該当なし。 該当なし。 吉田町のみ。 友愛特別乗車証交付事業の実施までは現行どおりとす
る。ただし、身体障害者手帳４級所持者で６５歳未満
の者及び５級、６級所持者は、手帳提示により半額で
利用できるように調整する。
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